
地 域 再 生 計 画  
 

 
１．地域再生計画の名称 

「山を育て、川を守り、きれいな海を明日へつなげる」計画 

 

 

２．地域再生計画の作成主体の名称 

 陸前高田市 

 

 

３．地域再生計画の区域 

 陸前高田市の全域 

 

 

４．地域再生計画の目標 

   陸前高田市は、岩手県の東南端、三陸海岸の南玄関口として、大船渡市、住田町、一関市、宮城県

気仙沼市、唐桑町に接し、宮城県との県際に位置している人口 25,781 人（平成 17 年 4 月 1日現在）、

面積 232.27 ㎢の都市である。山林が市域の 74％を占め、農用地・宅地は約 10％となっている。陸

中海岸国立公園の一角、北上山地南端部にあり、氷上山や箱根山をはじめとする山並み、豊かな緑や

水を育む気仙川が注ぐ広田湾、その奥に面する名勝高田松原など、良質な自然に富んでいる。また、

本市は、三陸沿岸部を縦断する国道 45 号と内陸部と沿岸を結ぶ国道 340 号、 343 号が結接する交通

の要衝にあり、さらに、地域高規格道路整備の一環として三陸縦貫自動車道の建設が進められている。 

  本市は、昭和 30 年の市制施行以来、農業・水産業主導型の都市として産業経済が発展し、また恵

まれた自然を活かしながら県内有数の観光都市として成長してきた。 

市の中心部を流れる気仙川は、鮎の名所として知られ全国から釣り客が訪れている。広田湾では養

殖が盛んで、特にもワカメ、ホタテ、カキは全国に向け出荷され、高い評価を得ている。また、高田

松原はその景観もさることながら、東北地方でも有数の海水浴場となっており、年間百万人の観光客

が訪れている。 

 しかし、経済の発展・成長に伴う生活様式の多様化・近代化に伴い、市街地からの生活汚水が増大

し河川等に流入していることから、古川沼や広田湾が水質悪化の傾向にある。 
このような状況に対応するために、平成 4年度から市街地で公共下水道事業を、平成 8年度から農

村部において農業集落排水事業を、平成 14 年度より漁村部において漁業集落排水事業を、他の周辺

部・丘陵山間部においては平成元年度より浄化槽設置整備事業（個人設置型）を進めているが、平成

16 年度末の汚水処理人口普及率は 41.8％と依然低迷している状況である。 

こうした中でも、市民の環境に対する意識も高まっており、廃食油を利用した石鹸づくり、河川や

海岸等の清掃活動や森林の保全、治山・治水を目的とした広葉樹の植林など各種団体等の環境保全活

動が行なわれている。さらに、本市環境基本計画で、「安心」、「共生」、「循環」、「参加」の４つの基



本目標を掲げ、市民、事業者、行政が協働して環境施策を進めることとしている。これら諸施策と本

計画を併せて実現していくことで、本市の恵まれた自然環境を次世代に継承していくことができると

考えている。 

本計画においては、地域の状況に応じた汚水処理施設整備を一体的に促進していくことに主眼を置

き、気仙川や古川沼、そしてその流末である広田湾の水質を改善させることで、市の基幹産業である

農業、水産業の生産物の高品質化、安全性の向上をもたらし、ひいては産業経済の発展につなげよう

とするものである。特にも、水産加工工場が集約している気仙町二日市地区と湊地区を整備すること

によって、工場排水の処理が可能となりその効果が大いに期待されるところである。併せて、豊かな

自然環境、快適で暮らしやすい空間を活かした観光客の誘致も積極的に働きかけようとするものであ

る。 

（目標１）汚水処理施設の整備促進（汚水処理人口普及率を 41.8％から 51.9％に向上） 

（目標２）水産加工団地等における工場排水の処理促進（13 工場を下水道に接続） 

（目標３）良好な自然環境を活かした、観光客の誘致（年間 158 万人） 

 

 

５． 目標を達成するために行う事業 

 

５－１ 全体の概要 

 公共下水道は、陸前高田市単独公共下水道として位置付けられており、平成 4 年度事業着手以来、

364ha まで事業認可区域を拡大し、古川沼や広田湾を取り巻く市街地を中心に整備を進めてきた。 

 平成 18 年度からは、汚水処理整備交付金を活用し、引き続き気仙町中井、神崎、二日市、湊地区

の整備を促進して公共水域の水質保全を図る。 

 一方、農漁業集落地域の水質保全を図るため、農業集落排水事業については平成 8年度に着手し１

地区（下矢作地区）が完成し、漁業集落排水事業については平成 14 年度に着手し 1 地区（矢の浦地

区）が完成している。 

 また、これらの集合処理区以外については、浄化槽設置整備事業（個人設置型）で整備を促進し、

現状 41.8％とまだまだ低い汚水処理人口普及率を 51.9％まで向上させることを目標に、汚水処理施

設整備交付金を活用し、地域の状況に応じて効率的に整備する。 

 以上の「公共下水道」「戸別浄化槽」の各汚水処理施設により、相互に連携を図りながら積極的に

事業を展開すると共に、環境基本計画に基づいた施策を総合的に展開し、公共水域の水質保全に取り

組むものである。 

 

５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 

・汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

 対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了している。なお、事業箇所等に

ついては、別添の整備箇所を示した図面による。 

  公共下水道・・・・・平成１８年１月に事業認可 

  



【事業主体】 

・いずれも陸前高田市 

 【施設の種類】 

・公共下水道、浄化槽（個人設置型） 

 

 【事業区域】 

  ・公共下水道      気仙町中井地区、神崎地区、二日市地区、湊地区 

  ・浄化槽（個人設置型） 陸前高田市のうち集合処理区域以外の全域 

  

【事業期間】 

  ・公共下水道      平成１８年度～平成２２年度 

  ・浄化槽（個人設置型） 平成１８年度～平成２２年度 

  

【整備量】 

  ・公共下水道      φ75mm～φ250mm  Ｌ＝４,９６０ｍ 

  ・浄化槽        ３００基 

 

   なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

  ・公共下水道   中井、神崎、二日市、湊地区で 889 人 

・浄化槽     市内全域で 954 人（個人設置型） 

  

【事業費】 

   ・公共下水道        事業費     610,000 千円 

                 （うち、交付金 305,000 千円） 

                 単独事業費   320,000 千円 

   ・浄化槽（個人設置型）   事業費     130,995 千円 

                 （うち、交付金  43,665 千円） 

    合  計         事業費     740,995 千円 

                 （うち、交付金 348,665 千円） 

                 単独事業費   320,000 千円 

 

 ５－３ その他の事業 

  （１）河川、海岸等の清掃 

   ボランティアによる気仙川、古川沼や高田松原の清掃活動を地域一体の運動として展開し、 

自然環境のクリーン化を進めるとともに環境保全への理解を深める。   

  （２）廃食油を利用した石鹸づくり 

   家庭用廃食油を石鹸に再利用することで、廃食油の適正な使用方法を普及させることにより、 

環境配慮への啓発、水質保全の一助とする。 



  （３）海と山ふれあいの森づくり 

   本市の次世代を担う小学生を主に対象に、林業関係者、漁業関係者と合同で、広葉樹の植林を 

行ない、山-川-海を体系的に守ることへの理解を深める。 

 

  本計画による汚水処理施設整備と上記関連事業との相乗効果により市民の環境保護に対する自

発的な活動が期待される。 

 

 

６．計画期間 

  平成１８年度～平成２２年度 

 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 本計画終了後に、４に示す数値目標に照らして状況を評価し、公表する。また、必要に応じて事

業内容の見直しを図るために、陸前高田市汚水処理実施計画と照らし合わせ、施設整備の状況につ

いて評価・検討を行う。 

 

 

８．地域再生計画の実施に関し当該地方団体が必要と認める事項 

  該当無し 


